
報告第２２号 
 
 

事務事業の調整について 
 
下記業務の調整について別紙のとおり報告する。 

 
 

業   務   名 
・企画業務         ・保健衛生業務 
・消防防災防犯業務     ・下水道業務 
・税務業務         ・農業集落排水業務 
・生活環境業務       ・上水道業務 
・交通業務         ・工業用水道業務 
・高齢者福祉業務      ・学校教育業務 
・病院業務         ・生涯学習業務 

 
 
平成１７年８月８日 

 
笠間市・友部町・岩間町合併協議会 

会 長  磯  良 史 



報告書 
部会名 総務・企画 分科会名 企画 業 務 企画 

項目番号 項目名 調整方針 

１ 市町章 【１９ 慣行の取扱い】 
２ 市町民憲章 【１９ 慣行の取扱い】 
３ 市町の木・花・鳥 【１９ 慣行の取扱い】 
４ 市町の歌 【１９ 慣行の取扱い】 
５ 宣言等 【１９ 慣行の取扱い】 
６ 行政組織 【１３ 組織及び機構の取扱い】 
７ 総合計画  
７－１ 構想・計画 合併後新市において新たに策定する 
７－２ 附属機関 総合計画審議会については合併時に統一する 
８ 庁議 合併時に新たに設置する 
９ 政策調整会議 合併時に笠間市の制度を基本に設置する 
１０ 事務改善委員会 合併時までに廃止する 
１１ 笠間市開発計画策定委員会 合併時に笠間市の制度を基本に設置する 
１２ 企画員 組織，機構の編成に併せて検討する 
１３ 行政改革  
１３－１ 大綱・計画 合併後新市において新たに策定する 
１３－２ 附属機関等 行政改革推進組織については合併時に統一す

る 
１４ 代替地登録 合併時に現行の制度を統一し新市に引き継ぐ 
１５ 国土利用計画 当面は笠間市の現計画を新市に引き継ぎ，新

市において調査検討を行い，新たに策定する 
１６ 土地利用 現況比較のみ 
１７ 開発公社 現行のとおり新市に引き継ぐ 
１８ 土地開発公社 合併時までに調整する 
１９ 国際交流・姉妹都市等 現行のとおり新市に引き継ぐ 
２０ 男女共同参画  
２０－１ 計画・事業 推進条例及び事業については合併時に笠間市

の制度を基本に再編する 
計画については合併後新市において新たに策

定する 
２０－２ 附属機関等 合併時に笠間市の制度を基本に再編する 
２１ コミュニティ関係事業 合併時に友部町の制度を基本に統一する 
２２ 住民参画，人材育成関係事業  
２２－１ まちづくり教室 現行のとおりとする 
２２－２ 友部学・かさまをよくする市民会議 合併後，笠間市及び友部町の制度を基本に再

編する 
２２－３ ふるさと人材育成事業 合併時に笠間市の制度を基本に統一する 



報告書 
一般住民研修事業助成事業 

２２－４ まちづくり出前講座 合併時に友部町の制度を基本に統一する 
２２－５ パブリックコメント 合併時に友部町の制度を基本に統一する 
２３ 関係協議会等  
２３－１ 水戸地方広域市町村圏協議会 【１４ 一部事務組合等の取扱い】 
２３－２ 水戸地方拠点都市地域整備推進協

議会 
合併の前日をもって脱退し，合併時に新市で

新たに加入する 
２３－３ 茨城県バス対策地域協議会 現行のとおりとする 
２３－４ 茨城県常磐線複々線化促進期成会 現行のとおりとする 
２３－５ 水戸線複線化促進期成同盟会 現行のとおりとする 
２３－６ 県北水資源開発促進協議会 現行のとおりとする 
２３－７ 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会 現行のとおりとする 
２３－８ 全国森林レクリエーション協会 現行のとおりとする 
２３－９ 北関東新潟地域連携軸推進研究会 現行のとおりとする 
２３－１０ 茨城県首都機能移転促進協議会 現行のとおりとする 
２３－１１ 地域交流センター 現行のとおりとする 
２３－１２ 北関東自動車道沿線有志市町村首

長懇談会 
現行のとおりとする 

２３－１３ ２１世紀ＦＩＴ構想 合併の前日をもって脱退し，合併時に新市で

新たに加入する 
２３－１４ 大好きいばらき県民会議 現行のとおりとする 
２３－１５ 流通業務市街地整備連絡協議会 平成１６年度に脱退 
２３－１６ グリーンふるさと振興機構 現行のとおりとし，新市において旧笠間市の

区域のみ加入する 
２４ その他の事業等  
２４－１ 先端総合流通センター整備事業【県

事業】 
現行のとおり新市に引き継ぐ 

２４－２ 緊急雇用創出事業【県基金事業】 平成１６年度で終了 
２４－３ 市（町）勢要覧 合併後新市において新たに発行する 
２４－４ フィルムコミッション 合併後，笠間市の制度を基本に再編する 
２４－５ 空き家・空き店舗登録制度 合併後，新市において笠間市の制度を再考し

検討する 
２４－６ 稲田・福原駅乗車券類簡易委託販売

業務 
現行のとおり新市に引き継ぐ 

２４－７ 北関東自動車道拠点整備 現行のとおり新市に引き継ぐ 
２４－８ ふるさと融資制度 合併時に笠間市の制度に統一する 
２５ 負担金・補助金【団体】  
２５－１ 負担金 【１６ 公共的団体等の取扱い】 
２５－２ 補助金 【１７ 補助金，交付金等の取扱い】 



報告書 
部会名 総務・企画 分科会名 消防防災防犯 業 務 消防防災防犯 

項目番号 項目名 調整方針 

１ 防災会議・計画  
１－１ 防災計画 合併後直ちに策定する。 
１－２ 附属機関（防災会議） 合併時に新たに設置する。 
２ 防災体制 合併時に新たに設置する。 
３ 防災行政無線 ５ 財産の取扱い（一部） 

現行のとおり新市に引き継ぎ，管理方法等について

は，現行を再編し合併時に統一する。 
４ 県防災情報システム 現行のとおりとする。 
５ 災害時の連絡協定 現行を基本とし，新たに新市において関係団体と調

整する。 
６ 防災訓練 継続して実施する方向で検討する。 
７ 避難場所等 防災計画の策定にあわせて再編する。 
８ 防災ヘリコプター 現行のとおりとする。 
９ 自主防災組織 現行のとおり，新市に引き継ぐ。 
１０ 原子力防災  
１０－１ 通報連絡協定 合併後も引き続き協定する。 
１０－２ 関係協議会 合併後も引き続き加入する。 
１１ 消防団  
１１－１ 組織 消防団については，当面は連合団方式とし，概ね２

年を目途に統合するよう調整を図る。 
１１－２ 定員 上記と同様 
１１－３ 資格 笠間市の制度を基本に統一する。 
１１－４ 報酬及び費用弁償 【１１ 特別職の職員の身分の取扱い】 
１１－５ ほう賞・表彰 【５ 財産の取扱い】  
１１－６ 退職報償金 現行のとおりとする。 
１１－７ 附属機関 合併時に新たに設置する。 
１１－８ 被服貸与 当面は現行のとおりとし，随時統一する。 
１１－９ 公務災害補償（消防賞じゅつ

金） 
現行のとおりとする。 

１１－１０ 福祉共済 現行のとおりとする。 
１１－１１ 消防施設 【５ 財産の取扱い】 
１１－１２ 消防水利 【５ 財産の取扱い】 
１１－１３ 火災予防運動 現行のとおりとする。 
１１－１４ 出初式 合併後新市において調整する。 
１１－１５ 各種会議・研修 合併後新市において調整する。 
１１－１６ 訓練・点検 合併後新市において調整する。 
１１－１７ ポンプ車操法大会 合併後新市において調整する。 



報告書 

 

１１－１８ 退職分団長研修参加助成 【１７ 補助金，交付金等の取扱い】 
１２ 常備消防 【１４ 一部事務組合等の取扱い】 
１３ 危険物施設関係事務等 【１４ 一部事務組合等の取扱い】 
１４ 防犯  
１４－１ 防犯連絡員制度 【１６ 公共的団体等の取扱い】  

【１７ 補助金，交付金の取扱い】 
１４－２ 防犯推進活動  
１４－２－１ 町内巡回パトロール  防犯連絡員によるものについては，防犯連絡協議

会の統合にあわせて調整する。 
 自警団，個人ボランティアに対する支援（直接分）

については，合併時に統一する。 
 役場職員によるパトロールは，現行を再編し継続

する。 
１４－２－２ 笠間地区防犯協会 【１６ 公共的団体等の取扱い】  
１４－２－３ 市民会議 ー 
１４－２－４ 宣言 【１９ 慣行の取扱い】  
１４－３ 防犯街路灯 合併時に笠間市の制度を基本に統一し，既存の防犯

灯については合併後順次整理をおこなう。 
１５ 負担金・補助金【団体】  
１５－１ 負担金 【１６ 公共的団体等の取扱い】 
１５ー２ 補助金 【１７ 補助金，交付金等の取扱い】 

 
 



報告書 
部会名 住民・環境 分科会名 税務 業務名 税務 

項目番号 項目名 調整方針 
１ 
１－１ 

市町民税 
納税義務者 

 
現行のとおりとする。 

１－２ 税率 現行のとおりとする。 
１－３ 非課税基準 現行のとおりとする。 
１－４ 農業所得 現行のとおりとする。 
１－５ 公示送達 現行のとおりとする。 
１－６ 申告の方法 新市において実施方法について調整する。 
１－７ 減免 ３市町の制度を基本に再編し，合併時に新たに

創設する。 
１－８ 納期の設定 【９ 地方税の取扱い】 
１－９ 無申告者の取扱い 現行のとおりとする。 
１－１０ 賦課 現行のとおりとする。 
１－１１ 電算システム 合併時に統一する。 
２ 
２－１ 

法人市町民税 
納税義務者 

 
現行のとおりとする。 

２－２ 税率 【９ 地方税の取扱い】 
２－３ 設立，変更，廃止等届及び申告書

保管 
保存年限については，文書管理規程を鑑みなが

ら法令等を精査し，合併時に統一する。 
２－４ 減免，非課税の取扱い 現行のとおりとする。 
３ 
３－１ 

固定資産税 
納税義務者 

 
現行のとおりとする。 

３－２ 税率 笠間市の制度を基本に再編し，合併時に新たに

創設する。 
３－３ 課税標準 現行のとおりとする。 
３－４ 評価方式 現行のとおりとする。 
３－５ 地籍図 組織機構の構築と同時に配備及び取扱い等につ

いて合併時までに調整する。 
３－６ 減免 ３市町の制度を基本に再編し，合併時に新たに

創設する。 
３－７ 縦覧 現行のとおりとする。 
３－８ 閲覧 現行のとおりとする。 
３－９ 価格決定 現行のとおりとする。 
３－１０ 電算システム 合併時に統一する。 
３－１１ 国有資産等所在地市町村交付金 現行のとおりとする。 
３－１２ 固定資産評価審査委員会 【１１ 特別職の職員の身分の取扱い】 
３－１３ 評価資料作成 合併時に統一する。 
３－１４ 土地鑑定評価業務 現行のとおりとする。 



報告書 
３－１５ 納期の設定 【９ 地方税の取扱い】 
３－１６ 賦課 現行のとおりとする。 
３－１７ 過誤納金の取扱 現行のとおりとする。 
３－１８ 土地台帳及び家屋台帳取扱 システム構築と同時に合併時までに統一する。 
４ 
４－１ 

軽自動車税 
納税義務者 

 
現行のとおりとする。 

４－２ 税率 現行のとおりとする。 
４－３ 申告書処理及び標識交付 【１５ 使用料，手数料等の取扱い】 
４－４ 納付書発送 現行のとおりとする。 
４－５ 納期の設定 【９ 地方税の取扱い】 
４－６ 減免 現行のとおりとする。 
５ 
５－１ 

たばこ税 
納税義務者 

 
現行のとおりとする。 

５－２ 税率 現行のとおりとする。 
５－３ 納期の設定 現行のとおりとする。 
６ 
６－１ 

鉱産税 
納税義務者 

 
笠間市の制度を基本に再編し，合併時に新たに

創設する。 
６－２ 税率 笠間市の制度を基本に再編し，合併時に新たに

創設する。 
７ 特別土地保有税 現行のとおりとする。 
８ 都市計画税 【９ 地方税の取扱い】 
９ 
９－１ 

入湯税 
納税義務者 

 
笠間市の制度を基本に再編し，合併時に新たに

創設する。 
９－２ 税率 笠間市の制度を基本に再編し，合併時に新たに

創設する。 
９－３ 課税免除 笠間市の制度を基本に再編し，合併時に新たに

創設する。 
１０ 納期前納付に対する報奨金 合併時までに統一する。 
１１ 
１１－１ 
１１－２ 
１１－３ 
１１－４ 

納税組合 
奨励金 
組合長報酬等 
組合長表彰 
補助金 

 
納税組合完納奨励金については，合併時までに

廃止する。なお，納税組合長報酬，表彰及び補

助金など，納税組合の組織に関しては，合併時

までに，その取扱いについて調整する。 
１１－５ 組合数 現況の標記のみのため，調整方針は，なし。 
１２ 口座振替制度 現行のとおりとする。 
１３ 徴収嘱託員 【１１ 特別職の職員の身分の取扱い】 
１４ 督促状 現行のとおりとする。 



報告書 

 

１５ 催告書 ３市町の制度を基本に再編し，合併後，新たに

創設する。 
１６ 
１６－１ 

滞納整理 
滞納整理 

 
３市町の制度を基本に再編し，合併後，新たに

創設する。 
１６－２ 支援システム 合併時に統一する。 
１７ 収納管理 合併時に統一する。 
１８ 税証明等の手数料 【１５ 使用料，手数料等の取扱い】 
１９ 負担金・補助金【団体】  
１９－１ 負担金 【１６ 公共的団体等の取扱い】 
１９－２ 補助金 【１７ 補助金，交付金等の取扱い】 

部会名 住民・環境 分科会名 環境 業務名 生活環境 

１ 環境啓発事業 現行のとおりとする。 
２ 環境衛生制度 現行のとおりとする。 
３ 環境基本計画 友部町の制度を基本に再編し，新たに創

設する。 
４ 畜犬関係事業 現行のとおりとする。 
５ 
５－１ 

公害対策 
雑草の除去 

 
岩間町の制度を基本に再編し，合併時に

新たに創設する。 
５－２ 水質管理 水質監視員については，友部町の制度を

基本に再編し，合併時に新たに創設し，

水質調査については,合併後調整する。 
５－３ 悪臭 現行のとおりとする。 
５－４ 騒音 現行のとおりとする。 
５－５ 振動 現行のとおりとする。 
５－６ 水質汚濁 現行のとおりとする。 
５－７ 大気汚染 現行のとおりとする。 
５－８ 土壌汚染 現行のとおりとする。 
５－９ 協定等 現行のとおり新市に引き継ぐものとす

る。 
６ 残土条例 笠間市及び岩間町の制度を基本に再編

し，合併時に新たに創設する。 
７ ごみの散乱に関する条例 ３市町の制度を基本に再編し，合併時に

新たに創設する。 
８ し尿処理 【１４ 一部事務組合等の取扱い】 
９ 浄化槽設置事業  
９－１ 交付基数 現行のとおりとする。 



報告書 
９－２ 補助金額等 【１７ 補助金，交付金等の取扱い】 
１０ 害虫駆除 現行のとおりとする。 
１１ 墓地等の経営許可等 現行のとおりとする。 
１２ 環境基本条例 友部町の制度を基本に再編し，合併時に

新たに創設する。 
１３ 鳥獣関係  
１３－１ 鳥獣保護 現行のとおりとする。 
１３－２ 有害鳥獣駆除 現行のとおりとする。 
１３－３ 手数料 【１５ 使用料，手数料等の取扱い】 
１４ 環境審議会 友部町の制度を基本に再編し，新たに創

設する。 
１５ その他ごみ処理に係る施策  
１５－１ エコショップ制度 現行のとおりとする。 
１５－２ 不法投棄 笠間市の制度を基本に再編し，合併時に

新たに創設する。 
１６ 県立自然公園等 現況の標記のため調整方針は，なし。 
１７ ごみ処理 現行のとおりとする。 
１７－１ 処理施設 現況の標記のため調整方針は，なし。 
１７－２ 処理施設能力等 現況の標記のため調整方針は，なし。 
１７－３ 中間処理施設 現況の標記のため調整方針は，なし。 
１７－４ 最終処分 現況の標記のため調整方針は，なし。 
１７－５ 分別方法 現行のとおりとする。 
１７－６ 収集運搬体制 現行のとおりとする。 
１７－７ ごみ処理手数料等 【１５ 使用料，手数料等の取扱い】 
１８ ごみ減量に係る施策 現行のとおりとする。 
１９ 一般廃棄物処理基本計画 現行のとおりとする。 
２０ 基金条例 ごみ減量化基金条例については，合併時

に統一する。 
福田地区地域振興整備基金条例及び友部

町ふるさと生活環境整備基金条例につい

ては，現行のまま新市に引き継ぐ。 
２１ エコフロンティアかさま 現行のとおりとする。 
２１－１ 協定等 現行のとおりとする。 
２１－２ 監視委員会 現行のとおりとする。 
２１－３ 福田地区地域振興事業 現行のとおりとする。 
２２ 一般廃棄物処理業等許可申請手数料 友部町及び岩間町の制度を再編し，合併

時に新たに創設する。 
２３ 負担金等支出団体 【１６ 公共的団体等の取扱い】 

【１７ 補助金，交付金等の取扱い】 



報告書 
部会名 住民・環境 分科会名 交通 業務名 交通 

 

１ 交通安全  
１－１ 交通安全指導員 合併の前日に廃止し，合併時に，新制度（笠間市交

通安全教育指導員等）を創設する。 
１－２ 交通安全推進員 合併の前日をもって廃止する。 
１－３ 県民交通災害 友部町の制度を基本に再編し，合併時に新たに創設

する。 
１－４ 臨時運行許可 笠間市及び友部町の制度を基本に再編し，合併時に

新たに創設する。 
１－５ 交通安全施設 現行のとおりとする。 
１－６ 交通安全運動  
１－６－１ 交通安全教室 現行のとおりとする。 
１－６－２ 交通安全体験教育事業 現行のとおりとする。 
１－６－３ 交通安全対策協議会等 岩間町の制度を基本に再編し，合併時に新たに創設

する。 
１－６－４ 違法駐車防止 岩間町の制度を基本に再編し，合併時に新たに創設

する。 
１－６－５ 関係協議会等 【１６ 公共的団体等の取扱い】 
１－７ 交通安全宣言 友部町の制度に統一する。 
２ 負担金・補助金【団体】  
２－１ 負担金 【１６ 公共的団体等の取扱い】 
２－２ 補助金 【１７ 補助金，交付金等の取扱い】 
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部会名 保健・福祉 分科会名 高齢者福祉 業 務 高齢者福祉 

項目番号 項目名 調整方針 

１ 生活管理事業短期宿泊事業 現行のとおりとする。 
２ 生活管理指導員派遣事業 合併時に友部町及び岩間町の制度を再編し統一

する。 
３ 生きがい活動通所支援事業 当面は現行のとおりとし，合併後調整する。 
４ 外出支援サービス事業 当面は現行のとおりとし，合併後調整する。 
５ 軽度生活支援事業 現行を再編し，合併時に統一する。 
６ 愛の定期便事業 現行を再編し，合併の翌年度に統一する。 
７ 地域ケアシステム推進事業  
７－１ 地域ケアシステム推進事業 当面は現行のとおりとし，合併の翌々年度（平

成１９年度）に統一する。 
７－２ 附属機関等 合併時に新たに設置する。 
８ 配食サービス事業 当面は現行のとおりとし，合併後調整する。 
９ 在宅サービス事業  
９－１ 給食サービス事業 当面は現行のとおりとし，合併後調整する。 
９－２ 布団乾燥事業 当面は現行のとおりとし，合併後調整する。 
９－３ ふれあい電話事業 当面は現行のとおりとし，合併後調整する。 
９－４ 介護者の会の育成 当面は現行のとおりとし，合併後調整する。 
１０ 老人日常生活用具給付事業 合併時に笠間市の制度を基本に統一する。 
１１ 緊急通報システム事業 現行のとおりとする。 
１２ 福祉電話貸与事業 現行のとおりとする。 
１３ 高齢者住宅整備資金貸付事業 合併時に笠間市及び友部町の制度を再編し統一

する。 
１４ 介護用品支給助成事業  
１４－１ 家族介護用品支給事業 合併時に笠間市及び友部町の制度を，事業の位

置づけを含めて再編し統一する。 
１４－２ 家族介護用品購入助成事業 合併時に笠間市及び友部町の制度を，事業の位

置づけを含めて再編し統一する。 
１５ 介護慰労金支給事業  
１５－１ 寝たきり老人介護慰労金事業（市

町単独） 
合併時に友部町の制度に統一する。 

１５－２ 寝たきり老人介護慰労金事業（国

補助） 
現行のとおりとする。 

１６ 介護者リフレッシュ事業 合併時に友部町の制度に統一する。 
１７ 老人ホーム入所措置事業  
１７－１ 入所措置事業 現行のとおりとする。 
１７－２ 附属機関等 合併時に新たに設置する。 
１８ デイサービスセンター運営事業 【５ 財産の取扱い】 
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１９ 高齢者コミュニティセンター運

営事業 
【５ 財産の取扱い】 

２０ 老人福祉センター運営事業 【５ 財産の取扱い】 
２１ いこいの家運営事業 【５ 財産の取扱い】 
２２ 在宅介護支援センター運営事業  
２２－１ 運営事業 現行のとおりとする。 
２２－２ 附属機関等 合併時に新たに設置する。 
２３ 互助型在宅福祉サービス事業 当面は現行のとおりとし，合併後調整する。 
２４ 介護予防事業（転倒骨折予防事

業） 
現行を再編し，合併後調整する。 

２５ 徘徊高齢者探索家族支援サービ

ス 
合併時に笠間市の制度を基本に統一する。 

２６ 老人クラブ活動助成事業 【１７ 補助金，交付金等の取扱い】 
２７ 社会福祉施設助成事業 現行を再編し，合併時に統一する。 
２８ 敬老会事業 合併後新市において調整する。 
２９ 敬老祝金支給事業 合併後新市において調整する。 
３０ 福祉バス運行事業 現行のとおりとし，合併後，運行拡大等につい

て検討する。 
３１ シルバー人材センター助成事業 現行のとおりとする。 

【１６ 公共的団体等の取扱い】（一部） 
３２ 県外宿泊研修事業 高齢者クラブの統合にあわせて，調整する。 
３３ ふれあい事業  
３３－１ 三世代ふれあい事業 現行を再編し，合併時に統一する。 
３３－２ 高齢者と子どものふれあい事業 現行を再編し，合併時に統一する。 
３４ 金婚祝賀式 笠間市及び友部町の制度を再編し，合併後に新

たな制度を創設する。 
３５ 附属機関等  
３５－１ 老人福祉施設設置協議会 新市において，新たに設置する。 
３５－２ 高齢者保健福祉計画策定委員会 合併時に新たに設置する。 
３５－３ 高齢者サービス調整チーム 合併前に廃止する。 
３６ 高齢者住宅リフォーム助成事業 笠間市の制度を再編し合併時に新たに創設す

る。 
３７ 高齢者地域支援体制整備・評価事

業 
類似事業と再編し，合併の翌年度に廃止する。 

３８ ねんりんピック開催 現行のとおり新市に引き継ぐ。 
３９ 負担金・補助金【団体】  
３９－１ 負担金 【１６ 公共的団体等の取扱い】 
３９－２ 補助金 【１７ 補助金，交付金等の取扱い】 



報告書 
部会名 保健・福祉 分科会名 国民健康保険 業 務 病院 

 

項目番号 項目名 調整方針 

１ 現況  

１－１ 設置 （現況把握のみのため調整方針なし。） 

１－２ 土地・建物 【５ 財産の取扱い】 

１－３ 職員 【１０ 一般職の職員の身分の取扱い】 

１－４ 沿革 （現況把握のみのため調整方針なし。） 

１－５ 患者推移 （現況把握のみのため調整方針なし。） 

２ 決算状況 （現況把握のみのため調整方針なし。） 

３ 経理等 現行のとおりとする。 

４ 栄誉称号 現行のとおりとする。 

５ 使用料 【１５ 使用料，手数料等の取扱い】 

６ 手数料 【１５ 使用料，手数料等の取扱い】 

７ 特殊勤務手当 （人事分科会で協議） 

８ 施設の維持管理 現行のとおりとする。 

９ 負担金等 
【１６ 公共的団体等の取扱い】 

【１７ 補助金，交付金等の取扱い】 

部会名 保健・福祉 分科会名 保健衛生 業 務 保健衛生 

項目番号 項目名 調整方針 

１ 医療施設状況 － 
２ 保健医療関係団体 【１６ 公共的団体等の取扱い】 
３ 健康づくり拠点施設 【５ 財産の取扱い】 
４ 休日診療 当面は現行のとおりとし，委託費等を含めて合併後

速やかに調整する。 
５ 献血事業 笠間市の制度を基本に統一し，時期については，連

合会の統合にあわせる。 
６ 母子健康手帳の交付 現行を再編し，合併時に統一する。 
７ 健康教育事業  
７－１ 両親学級 現行を再編し，合併時に統一する。 
７－２ マタニティビクス 合併の翌年度に友部町の事業を基本に統一する。 
７－３ 離乳食教室 現行を再編し，合併時に統一する。 
７－４ 親子教室 当面は現行のとおりとし，合併後速やかに調整する。 
７－５ フッ素塗布 合併時に友部町の事業を基本に統一する。 
７－６ 親子料理教室 当面は現行のとおりとし，合併後速やかに調整する。 
７－７ 糖尿病教室【健康教室】 現行を再編し，合併時に統一する。 
７－８ 個別健康教育（耐糖能）【健

康教室】 
現行を再編し，合併時に統一する。 
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７－９ 高脂血症予防教室【健康教

室】 
現行を再編し，合併時に統一する。 

７－１０ ウォーキング教室【運動教

室】 
運動教室事業に統合し，統一する。 

７－１１ 運動教室【運動教室】 現行を再編し，合併時に統一する。 
７－１２ 男性の健康教室【健康教室】 ＊項目削除 
７－１３ 女性の健康教室【健康教室】 健康講座として再編し，統一する。 
７－１４ 女性の貧血教室【健康教室】 健康講座として再編し，統一する。 
７－１５ ミニ健康講座【健康講座】 健康講座として再編し，統一する。 
７－１６ 高血圧予防講座 健康講座として再編し，統一する。 
７－１７ 骨粗しょう症予防講座 現行を再編し，合併時に統一する。 
７－１８ 高齢者健康教室 現行のとおりとする。 
７－１９ 介護教室 ＊項目削除 
７－２０ 介護予防 現行を再編し，合併後調整する。 
７－２０－１ 転倒予防教室 現行を再編し，合併後調整する。 
７－２０－２ 老人クラブ健康教室 現行を再編し，合併後調整する。 
７－２０－３ お達者講座 現行を再編し，合併後調整する。 
７－２０－４ 元気アップ教室 現行を再編し，合併後調整する。 
７－２１ 健康教育 現行を再編し，合併後調整する。 
７－２２ 歯周病予防講座 健康講座として再編し，統一する。 
７－２３ 永久歯対策事業 笠間市及び岩間町の事業を基本に再編し，合併の翌

年度に統一する。 
７－２４ 食生活講習会 当面は現行のとおりとし，合併後調整する。 
７－２５ 栄養教室 当面は現行のとおりとし，合併後調整する。 
７－２６ 健康づくり事業 歩け歩け大会については，当面は現行のとおりとし，

合併後調整する。ソフトバレー大会については，社

会体育部門と調整し，再編する。 
８ 健康相談事業  
８－１ 育児相談 一般健康相談事業と統合し統一する。 
８－２ ３～４ヶ月児相談 合併時に友部町及び岩間町の事業を基本に再編し，

統一する。 
８－３ ブックスタート事業 合併時に笠間市及び友部町の事業を再編し，統一す

る。 
８－４ ９～１０ヶ月児相談 一般健康相談事業と統合し統一する。 
８－５ １歳児相談 合併時に笠間市及び岩間町の事業を再編し，統一す

る。 
８－６ ５歳児相談 永久歯対策事業と統合し統一する。 
８－７ 子育て講演会 合併後新市において調整する。 
８－８ どんぐり教室 当面は現行のとおりとし，合併後調整をおこなう。 
８－９ 健康相談 現行を再編し，合併後随時統一する。 
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８－１０ 地域健康相談 食生活講習会事業と統合し統一する。 
８－１１ 健診結果説明会 当面は現行のとおりとし，合併後調整する。 
８－１２ ハイリスク幼児教室 当面は現行のとおりとし，合併後調整する。 
８－１３ 思春期保健事業  
８－１３－１ 「エイズ及び性感染症」講

演会 
笠間市の事業を基本に，合併後も継続して実施する。 

８－１３－２ 乳幼児ふれあい体験 当面は現行のとおりとし，合併後調整する。 
８－１３－３ 思春期講演会 合併後新市において調整する。 
８－１３－４ 思春期教育 現行のとおりとする。 
８－１４ 健康手帳の交付 現行を再編し，合併時に統一する。 
９ 健康診査事業  
９－１ 基本健康診査 現行を再編し，合併時に統一する。 
９－２ 結核検診 現行を再編し，合併時に統一する。 
９－３ 婦人科検診  
９－３－１ 子宮がん検診 現行を再編し，合併時に統一する。 
９－３－２ 乳がん検診 現行を再編し，合併時に統一する。ただし，医療機

関検診については，合併後調整する。 
９－４ 胃がん検診 現行を再編し，合併時に統一する。 
９－５ 大腸がん検診 現行を再編し，合併時に統一する。 
９－６ 前立腺検診 友部町及び岩間町の事業を再編し，合併時に統一す

る。 
９－７ 肺がん検診 現行のとおりとする。 
９－８ 喀痰検診 現行を再編し，合併時に統一する。 
９－９ 婦人の健康づくり検診 ＊項目削除 
９－１０ 骨粗しょう症検診 合併時に笠間市の事業を基本に統一する。 
９－１１ 成人病検診 合併時に笠間市の事業を基本に統一する。 
９－１２ 腹部超音波検診 現行を再編し，合併時に統一する。 
９－１３ B,C 型肝炎検査 現行を再編し，合併時に統一する。 
９－１４ 歯周疾患検診 当面は現行のとおりとし，合併後調整する。 
９－１５ ６～７ヶ月児健診（集団健

診） 
乳児医療機関健診で対応する。 

９－１６ ７～８ヶ月児健診（集団健

診） 
乳児医療機関健診で対応する。 

９－１７ １歳６ヶ月児健診（集団健

診） 
現行のとおりとする。 

９－１８ ２歳児歯科健診（集団健診） 笠間市及び友部町の事業を再編し，合併時に統一す

る。 
９－１９ ３歳児健診（集団健診） 現行のとおりとする。 
９－２０ お母さんの歯の健康づくり ＊項目削除 



報告書 

 

９－２１ 乳児一般健康診査（３～６

ヶ月・９～１１ヶ月児健診

（医療機関）） 

現行のとおりとする。 

９－２２ 妊婦一般健康診査（医療機

関） 
現行のとおりとする。 

１０ 予防接種  
１０－１ 集団接種の概要 現行を再編し，合併時に統一する。 
１０－２ 個別接種の概要 現行を再編し，合併時に統一する。 
１０－３ 通知作成事務 現行を再編し，合併時に統一する。 
１０－４ 実施通知書発送 現行を再編し，合併時に統一する。 
１０－５ 市民周知方法 当面は市広報紙などを利用し周知を図り，合併後調

整する。 
１０－６ 未接種者対応 現行を再編し，合併時に統一する。 
１０－７ インフルエンザ予防接種 現行のとおりとし，実施期間については，合併の翌

年度から統一する。 
１０－８ 予防接種委員会等の設置 合併時に新たに設置する。 
１０－９ 市・町外での接種希望者の

対応 
合併時に友部町及び岩間町の制度を再編し統一す

る。 
１０－１０ 海外渡航者への証明書発行 現行のとおりとする。 
１０－１１ 予防接種研修会 合併時に笠間市の制度に統一する。 
１１ 訪問指導 現行のとおりとする。 
１２ 寝たきり老人等訪問歯科保

健事業 
 

１２－１ 事業概要 合併時に笠間市及び友部町の制度を再編し統一す

る。 
１２－２ 附属機関等 合併時に新たに設置する。 
１３ リハビリ教室 当面は現行のとおり実施し，合併後調整する。 
１４ 心の相談 現行のとおりとする。 
１５ 精神障害者デイサービス 現行のとおりとする。 
１６ 食生活改善推進員 【１６ 公共的団体等の取扱い】 
１７ 健康推進員 当面は現行のとおりとし，合併後調整する。 
１８ 病原性大腸菌Ｏ－１５７等

対策会議 
現行を再編し，合併時に新たに設置する。 

１９ 健康づくり推進協議会 合併時に新たに設置する。 
２０ 報酬・賃金・報償費 合併時に再編し統一する。 
２１ 負担金・補助金【団体】  
２１－１ 負担金 【１６ 公共的団体等の取扱い】 
２１－２ 補助金 【１７ 補助金，交付金等の取扱い】 
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部会名 都市建設・上下水道 分科会名 下水道 業 務 下水道 

 

項目番号 項目名 調整方針 

１ 計画概要 現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 

２ 整備状況 現況の比較のため，調整方針はなし。 

３ 普及率向上の方策 
友部・笠間広域下水道組合の制度を再編し，新たに

創設する。 

４ 排水設備指定工事店制度 現行のとおりとする。 

５ 財産状況等 【５ 財産の取扱い】 

６ 施設維持管理 現行のとおりとする。 

７ 使用料・手数料 【１５ 使用料，手数料等の取扱い】 

７－１ 使用料 
合併後３年を目途に統一する。 

ただし,減免・徴収規定は合併時に統一する。 

７－２ 手数料 岩間町の制度に統一する。 

８ 負担金 

負担金は現在の処理区（負担区）ごとに現行のと

おりとする。ただし，賦課決定年度は，友部・笠間

広域下水道組合の制度に統一する。 

納期については，友部・笠間広域下水道組合の制

度に統一する。 

負担金の一括納期，前納報奨金制度及び負担金の

徴収猶予は，合併後３年以内に統一する。 

 減免規定については，合併時に友部・笠間広域下

水道組合の制度に統一する。 

９ 工事執行規則等  

９－１ 工事執行規則 （契約管財分科会で協議） 

９－２ 私道内設置基準 友部・笠間広域下水道組合の制度に統一する。 

９－３ 公共汚水桝設置基準 
友部・笠間広域下水道組合の制度を基本に新たに創

設する。 

９－４ 排水設備等の内径及び勾配 岩間町の制度に統一する。 

９－５ 区域外流入 
友部・笠間広域下水道組合の制度を基本に新たに創

設する。 

１０ 執行体制 
【１３ 組織及び機構の取扱い】 

 笠間市下水道事業審議会を新たに設置する。 

１１ 関係法令等 【１２ 条例，規則等の取扱い】 

１２ 利子補給等 （項目３と重複しているため削除） 

１３ 負担金・補助金【団体】  

１３－１ 負担金 【１６ 公共的団体等の取扱い】 

１３－２ 補助金 【１７ 補助金，交付金等の取扱い】 
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部会名 都市建設・上下水道 分科会名 下水道 業 務 農業集落排水 

 

項目番号 項目名 調整方針 

１ 計画概要 

現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 

なお,新市において、生活排水処理整備計画（農集）

を策定する。 

２ 整備状況 （現況の比較のため，調整方針はなし。） 

３ 普及率向上の方策 

合併の前日に、友部町排水設備補助金制度を廃止

し、合併時に新たに創設する。ただし、友部町北川

根地区については，現制度を平成１８年９月末日ま

で適用する。 

４ 排水設備指定工事店制度 現行のとおりとする。 

５ 財産状況等  

５－１ 処理場等 【５ 財産の取扱い】 

５－２ 施設台帳 【５ 財産の取扱い】 

５－３ 土地賃貸契約 友部町の制度を基本に再編し，統一する。 

６ 施設維持管理 現行のとおりとする。 

７ 分担金等  

７－１ 分担金 

分担金については，事業実施地区ごとに現行のと

おりとする。ただし，合併後，新規地区の分担金算

出方法は，友部町の制度に統一する。 

徴収時期及び減免基準については、合併時に統一

する。 

７－２ 使用料，手数料 【１５ 使用料，手数料等の取扱い】 

８ 工事執行規則等  

８－１ 工事執行規則 （契約管財分科会で協議） 

８－２ 私道内設置基準 （公共下水道事業の制度を準用する。） 

８－３ 公共汚水桝設置基準 現行のとおりとする。 

９ 関係法令等 【１２ 条例，規則等の取扱い】 

１０ 整備計画策定委員会 
合併の前日をもって廃止し、新たに笠間市農業集落

排水事業審議会を設置する。 

１１ 負担金・補助金【団体】  

１１－１ 負担金 【１６ 公共的団体等の取扱い】 

１１－２ 補助金 【１７ 補助金，交付金等の取扱い】 
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部会名 都市建設・上下水道 分科会名 上水道 業 務 上水道 

 

項目番号 項目名 調整方針 

１ 組織 【１３ 組織及び機構の取扱い】 
２ 財政指標等 【５ 財産の取扱い】 
３ 経理等 当面は各地区事業毎に区分可能な会計処理を行い，

処理方法については，現行を再編し合併時に統一す

る。システムについては，合併時までに構築するよ

う調整する。 
４ 検針事務 現行を再編し，合併時に統一する。システムについ

ては，合併時までに構築する。 
５ 水道料金  
５－１ 水道料金 【１５ 使用料，手数料等の取扱い】 
５－２ メーター使用料 【１５ 使用料，手数料等の取扱い】 
５－３ 減免 現行のとおりとする。 
５－４ 収納事務 現行を再編し，合併時に統一する。システムについ

ては，合併時までに構築する。 
６ 加入金・分担金 合併時に笠間市及び友部町の料金を基本に再編し，

統一する。 
７ 水道関係手数料 【１５ 使用料，手数料等の取扱い】 
８ 工事の設計施工 現行を再編し，合併時に統一する。 
９ 契約及び入札 合併時に笠間市の制度を基本を再編し，統一する。 
１０ 管路の維持管理 現行を再編し，合併時に統一する。 
１１ 浄水場等の維持管理体制 現行を再編し，合併時に統一する。 
１２ 取水・送・配水施設の維持管

理 
現行のとおりとする。 

１３ 水質管理 現行のとおりとする。 
１４ 負担金・補助金【団体】  
１４－１ 負担金 【１６ 公共的団体等の取扱い】 
１４－２ 補助金 【１７ 補助金，交付金等の取扱い】 

部会名 都市建設・上下水道 分科会名 工業用水道 業 務 工業用水道 

１ 組織 【１３ 組織及び機構の取扱い】 
２ 預金残高 【５ 財産の取扱い】 
３ 経理等 現行のとおりとする。システムについては，合併時

までに構築する。 
４ 決算 ー 
５ 検針事務 現行のとおりとする。 
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６－１ 水道料金 【１５ 使用料，手数料等の取扱い】 
６－２ 減免 現行のとおりとする。 
６－３ 収納事務 現行のとおりとする。 
７ 水道関係手数料 【１５ 使用料，手数料等の取扱い】 
８ 工事の設計施工 上水道事業にあわせて再編する。 
９ 契約及び入札 上水道事業にあわせて再編する。 
１０ 管路の維持管理 現行のとおりとする。 
１１ 維持管理体制 現行のとおりとする。 
１２ 負担金・補助金【団体】  
１２－１ 負担金 【１６ 公共的団体等の取扱い】 
１２－２ 補助金 【１７ 補助金，交付金等の取扱い】 



報告書 
部会名 教育 分科会名 学校教育 業務名 学校教育 

項目番号 項目名 調整方針 
１ 
１－１ 

教育委員及び教育委員会の会議 
教育委員 

 
【１１ 特別職の職員の身分の取扱い】 

１－２ 教育委員会の会議 現行のとおりとする。 
２ 事務局,学校その他の教育機関の

職員の人事管理及び福利厚生 
新市基準等に準じる。 

３ 衛生委員会 新市規則等に準じる。 
４ 公印の管守 新市において，新たに創設する。 
５ 文書管理，公文書の公開，個人情

報の保護及び公告式 
新市規則等に準じる。 

６ 教育委員会の組織及び事務分掌 【１３ 組織及び機構の取扱い】 
７ 教育行政に係る要望，請願 現行のとおりとする。 
８ 教育に関する事務に係るＯＡ化

の推進 
現行のとおりとする。 

９ 校舎老朽化対応 新市において，各学校の実態を調査し，地域間の格差

を生じさせないよう対応する。 
１０ 行事等への共催，後援 現行のとおりとする。 
１１ 小中学校施設整備箇所一覧表 【５ 財産の取扱い】 
１２ 委託業務一覧表 現行のとおりとする。 
１３ 
１３－１ 

負担金・補助金等支出団体 
負担金 

 
【１６ 公共的団体等の取扱い】 

１３－２ 補助金 【１７ 補助金，交付金等の取扱い】 
１４ 小学校の設置状況 【５ 財産の取扱い】 
１５ 中学校の設置状況 【５ 財産の取扱い】 
１６ 通学区域 現行のとおりとする。 
１７ 幼稚園の設置状況 現行のとおりとする。 
１８ 就学奨励費補助 現行のとおりとする。 
１９ スクールバス運行管理業務 現行のとおりとし，旧笠間市の地域にのみ適用する。 
２０ 遠距離通学費補助 笠間市の制度を再編し，合併時に新たに創設する。 
２１ 部活動関係購入費 友部町の制度を基本に再編し，合併時に新たに創設す

る。 
２２ 小・中学校卒業生記念品購入費 笠間市及び岩間町の制度を基本に再編し，合併時に新

たに創設する。 
２３ 情報教育環境環境整備 現行のとおりとする。 
２４ 幼稚園入園料・授業料・送迎 現行のとおりとする。 
２５ 子育て支援事業 現行のとおりとする。 
２６ 私立幼稚園運営費補助事業 合併後，新市において統一に向け検討する。 
２７ 私立幼稚園就園奨励費補助事業 現行のとおりとする。 
２８ 学校保健事業 現行のとおりとする。 
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項目番号 項目名 調整方針 
２９ 小中学校（通学）区審議会 笠間市及び友部町の制度を基本に再編し，合併時に新

たに創設する。 
３０ 障害児就学指導委員会 現行のとおりとする。 
３１ 幼児施設設置協議会 友部町の制度を基本に再編し，合併時に新たに創設す

る。 
３２ 奨学金貸付制度 笠間市の制度に統一する。 
３３ 新入学生徒自転車通学者ヘルメ

ット購入補助 
現行のとおりとする。 

３４ 私立幼稚園就園推進補助事業 岩間町の制度に統一する。 
３５ 障害別特殊学級 現行のとおりとする。 
３６ 外国語指導助手の配置 現行のとおりとする。 
３７ 
３７－１ 

教育相談事業 
適応指導教室 

 
現行のとおりとする。 

３７－２ 教育相談員 現行のとおりとする。 
３８ 教育に関する各種の検査・調査及

び評価 
項目削除 

３９ 教材及び教育資料の収集研究 現行のとおりとする。 
４０ 教科用図書の採択 現行のとおりとする。 
４１ 学校評議員制度 現行のとおりとする。 
４２ 不登校対策支援事業 不登校対策支援全体の中で調整する。 
４３ 学校給食調理施設 現行のとおりとする。 
４４ 学校給食調理場運営委員会 友部町及び岩間町の制度を基本に再編し，合併時に新

たに創設する。 
４５ 給食費 現行のとおりとする。 
４６ 給食配送 現行のとおりとする。 
４７ 給食関係業務委託契約 現行のとおりとする。 
４８ 給食対象人数 現況把握の表示のみのため調整方針なし。 
４９ 給食日数 現行のとおりとする。 
５０ 給食献立 現行のとおりとする。 
５１ 給食職員体制 現行のとおりとする。 
５２ 調理場の概要 【５ 財産の取扱い】 
５３ 調理場の設備・機器 【５ 財産の取扱い】 
５４ 給食関係負担金等支出団体 【１６ 公共的団体等の取扱い】 

【１７ 補助金，交付金等の取扱い】 
５５ 立志の船事業 平成１８年度は友部町の地域を対象に現行のとおり

実施し，平成１９年度以降の実施については，合併後

速やかに調整する。 



別紙 
 
部会名 教育 分科会名 生涯学習 業 務 生涯学習 

項目番号 項目名 調整方針 

１ 
公民館の設置状況及び利用

状況 

【５ 財産の取扱い】 

【１３ 組織及び機構の取扱い】 

２ 公民館運営・管理 
当面の間は現行のとおりとし，新市において段階的

に統一するよう調整する。 

３ PTA 連合会 
【１６ 公共的団体等の取扱い】 

【１７ 補助金，交付金等の取扱い】 

４ 女性団体 
【１６ 公共的団体等の取扱い】 

【１７ 補助金，交付金等の取扱い】 

５－１ 
法令等に基づく委員 

社会教育委員 

新市において新たに設置する。 

５－２ 
法令等に基づく委員 

公民館運営審議会 

新市において新たに設置する。 

６ 公民館等使用料 【１５ 使用料，手数料等の取扱い】 

７ 負担金等支出団体 【１６ 公共的団体の等の取扱い】 

８ その他の社会教育事業 現行のとおり新市に引継ぎ，合併後調整する。 

９ 
（博物館・自治体史編纂・文

化財）博物館等 

【５ 財産の取扱い】 

１０ 事業内容 【５ 財産の取扱い】 

１１ 負担金等支出団体 【１６ 公共的団体等の取扱い】 

１２ 補助金等支出団体 【１７ 補助金，交付金等の取扱い】 

１３ 自治体史の発刊状況 現行のとおり新市に引継ぐ。 

１４ 文化財保護審議会 新市において新たに設置する。 

１５ 埋蔵文化財 現行のとおり新市に引継ぐ。 

１６ 埋蔵文化財発掘調査件数 （現況の比較のみ） 

１７ 埋蔵文化財調査体制 合併時に笠間市の制度に統一する。 

１８－１ 指定文化財 現行のとおり新市に引継ぐ。 

１８－２ その他の選定 現行のとおり新市に引継ぐ。 

１９ 文化財保護計画の策定 新市において新たに策定する。 

２０ その他の文化財保護事業 現行のとおりとする。 

２１ 文化団体関係 
【１６ 公共的団体等の取扱い】 

【１７ 補助金，交付金等の取扱い】 

２２ 図書館（施設概要） 【５ 財産の取扱い】 

２３ 組織  

２３－１ 図書館協議会 新市において新たに設置する。 

２３－２ 職員 【１３ 組織及び機構の取扱い】 

２４ 運営基本方針 新市において新たに制定する。 
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２５ 蔵書 【５ 財産の取扱い】 

２６ 館内奉仕 現行のとおりとする。ただし，合併後統一するよう

調整する。 

２７ 図書館情報システム 現行のとおりとする。ただし，合併翌年度に新たな

システムに統一する。 

２８ 図書館関係負担金等支出団

体 

【１６ 公共的団体等の取扱い】 

２９－１ 
社会体育施設の状況 

設置状況 

【５ 財産の取扱い】 

２９－２ 利用状況 （現況の比較のみ） 

２９－３ 管理・運営 現行のとおりとする。 

２９－４ 使用料及び減免等 【１５ 使用料，手数料等の取扱い】 
３０ スポーツ振興事業 現行のとおりとし，合併後新市において調整する。

３１ 体育協会 
【１６ 公共的団体等の取扱い】 

【１７ 補助金，交付金等の取扱い】 

３２ 学校施設の開放 ３市町の制度を再編し，合併時に統一する。 

３３ 体育指導委員関係 新市において新たに設置する。 

３４ スポーツ少年団 【１６ 公共的団体等の取扱い】 

３５ スポーツ振興審議会 新市において新たに設置する。 

３６ スポーツ推進員 合併の前日をもって廃止する。 

３７ 関係団体等補助 
【１６ 公共的団体等の取扱い】 

【１７ 補助金，交付金等の取扱い】 

３８ 青少年相談事業 合併時に笠間市の制度に統一する。 

３９ 
法令等に基づく委員会（青少

年問題協議会） 

合併の前日をもって廃止する。 

４０ 
出資・補助等を行なっている

団体 

【１６ 公共的団体等の取扱い】 

【１７ 補助金，交付金等の取扱い】 

４１ その他の文化振興策 現行のとおりとする。 

４２ その他の負担金支出団体等 【１６ 公共的団体等の取扱い】 


